
                                 

令和８年１月吉日 

 

事 業 者 各 位  

                                いちき串木野商工会議所 

                                会 頭  勘  塲  裕  司 

                                                      市  来  商  工  会 

                                会 長  松 下 明 弘 

                                （ 公 印 省 略 ） 

 

「暮らしワクワク プレミアム付商品券」取扱店の登録募集について（ご案内） 

 

拝啓 時下益々ご清祥の段、お慶び申し上げます。 

平素より商工会議所、商工会の事業運営につきましては、格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げ

ます。 

 さて、エネルギーや食料品などの物価高騰長期化による、売上が減少し経営に苦慮している市内

事業所の事業継続・経営安定を支援するとともに、市民生活への影響を緩和することを目的とした、

独自のプレミアム付商品券を発行し、消費拡大を図るために、いちき串木野市の補助を受け、令和

７年度から令和８年にかけていちき串木野商工会議所と市来商工会が市内全域で使用できる期間

限定のプレミアム付商品券事業を別添要領により実施することになりました。 

 つきましては、いちき串木野市内で事業を営む皆様に本事業の趣旨をご理解いただき、商品券取

扱店舗としてご登録くださいますようご案内いたします。 

敬具 

 

記 

 

＜登録募集期限＞  １次募集：令和８年１月２２日（木）まで 

           ※１次募集期間内に申込まれた事業所を登録店舗一覧表として市民向け換 

券案内に同封いたします。その後も、随時募集し登録店舗一覧表を追加更 

新いたします。 

 

＜登 録 資 格＞  いちき串木野市内に本社または営業所等のある事業者 

          （商工会議所、商工会の会員・非会員は問いません。） 

 

＜商 品 券 販 売＞  令和８年２月１６日（月）～令和８年６月３０日（火） 

         （商工会議所・商工会及び期日限定で市内数ヵ所地区別販売会場設置予定） 

 

＜商品券使用期限＞  令和８年３月１日（日）～令和８年８月３１日（月） 

 

 

 

 



暮らしワクワク プレミアム付商品券実施要領 

 

◎ 販 売 価 格  １冊１０枚綴 ５，０００円 

（商品券額面５，０００円を２，５００円で販売） 

プレミアム率１００％ 

 

 ◎ 商品券の種類  額面５００円 

５００円券１０枚綴りを１冊（５，０００円） 

１冊の内訳  

①中小取扱店専用券         ５枚 

②全取扱店共通券（大型店を含む）  ５枚 

 

  ※大型店とは小売業で市外・県外で複数店舗展開している直営店舗の事です。 

 

 

 ◎ 購 入 限 度 額  ①市民 1 人当たり 4 冊 2,500 円×4 冊＝10,000 円 

             商品券額面 20,000 分 

 

                     ②75 歳以上（基準日：令和 8 年 1 月 1 日）の市民は、 

さらに 1 人当たり 2 冊無料で販売所にてお渡しします。 

（75 歳以上の方は最大 6 冊、内 2 冊無料） 

                

◎ 販 売 数 量  113,596 冊予定 

①いちき串木野市民 25,441 人（R7.11 現在）×4 冊 

＝101,764 冊 

 

②75 歳以上の市民 

5,916 人（R7.11 末予定）×2 冊＝11,832 冊 

 

◎ 利 用 総 額  567,980,000 円（5,000 円×113,596 冊） 

 

◎ 購 入 対 象 者  いちき串木野市民 

            ※令和８年１月１日現在の住民登録者に購入引換券を送付します。 

 

 ◎ 商品券販売期間  令和８年２月１６日（月）～令和８年６月３０日（火）まで 

 

◎ 地 区 別 販 売  ※２月中旬に各地交流センターでの販売を予定しています。 

市民向けご案内にてご確認下さい。 

 

 

 

 



販売・使用について 

◎ 通 常 販 売 所 

○いちき串木野商工会議所 

令和８年３月２日（月）～令和８年６月３０日（火） 

（販売状況によっては期間が延長になる場合もあります。） 

月・火・水・木・金  １０時～１６時  ※土日祝日は除きます。 

（販売日に変更がある場合もあります。） 

   〇市来商工会 

令和８年３月２日（月）～令和８年６月３０日（火） 

月・水・金のみ １０時～１５時  ※但し、土日祝日は除きます。 

 

◎ 商品券使用期間  令和８年３月１日（日）～令和８年８月３１日（月） 

 

◎ 釣  り  銭  出さない。（500 円以上のお買い物に商品券を使用してもらう。） 

 

＜使用対象外商品について＞ 

 ①商品券・ビール券・図書券・切手・印紙・プリペイドカード等換金性の高いもの 

 ②有価証券・宝くじなどの金融商品・取扱店自らの事業取引経費 

 ③国や地方公共団体への支払及び公共料金等の支払い 

 ④たばこ(電子たばこ、加熱式たばこ等を含む。)※たばこ事業法により取扱できません。  

 ⑤取扱店は、一度使用された商品券を再び使用することはできません。 

 

換金について 

◎ 換金場所及び換金期間 

  ※使用済みの商品券には裏面に必ず座版を押してからお越しください。 

  〇いちき串木野商工会議所 

令和８年３月９日（月）～ 令和８年９月１８日（金）９時３０分～１５時３０分 

    ▼３月・４月・５月  月曜日～金曜日  ▼６月・７月  月・水・金（予定）   

▼８月・９月  水・金 （予定）          ※但し、土日祝日を除きます。 

          ※換金状況によっては、換金日が変更になる場合があります。 

     ※大型店または１回の換金金額が 50 万円以上の事業所は後日指定口座へお振 

込みいたします。初回は通帳写し：２ページ目をご持参ください。） 

    〇市来商工会 

令和８年３月９日（月）～ 令和８年９月１６日（水） 

月・水・金のみ １０時～１５時  ※但し、土日祝日を除きます。 

  ※翌換金日でのお振込み対応となります。（初回は通帳写し：２ページ目をご持 

参ください。） 

※期間経過後の換金はできませんのでご注意ください。 

◎ 換 金 手 数 料  無 料                     以上 



プレミアム付商品券取扱店登録について 

 

プレミアム付商品券取扱店の登録を希望される方は下記ＵＲＬまたは、二次元コードよ

りお申込みください。なお、Google フォームのご利用が難しい場合は、いちき串木野商工

会議所または市来商工会に申込書を準備いたします。お手数をおかけしますが、いちき串

木野商工会議所または市来商工会までお受け取りにお越しください。 

※円滑な受付のため Google フォームでのお申込みにご協力をお願い申し上げます。 

 

◎ 取扱店登録募集期間  １次募集：令和８年１月２２日（木）まで 

            ※１次募集までに申込まれた事業所を登録店舗一覧表として 

            市民向け案内（引換券案内）に同封いたします。 

            その後も、随時募集し登録店舗一覧表を追加更新いたします。 

 

◎ 取扱店登録資格   いちき串木野市内に営業所のある事業者の方 

（商工会議所、商工会の会員・非会員は問いません。） 

 

◎ 事 業 説 明 会  説明会の実施はいたしませんのでご了承下さい。募集要項等で 

ご不明な点は、商工会議所、商工会までお問合せ下さい。 

※後日、取扱店ステッカーを配布いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

  

【登録フォームＵＲＬ】 

https://forms.gle/2YCBW9VdgQxBeKTt9 

 

 

  ＜お問合せ先＞  

◇いちき串木野商工会議所 

いちき串木野市旭町１７８番地  TEL  ３２－２０４９／FAX ３２－９８９１ 

 

   ◇市来商工会 

いちき串木野市湊町１丁目２５４番地  TEL  ３６－２１４５ 

 

 


